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(54)【発明の名称】 超音波内視鏡

(57)【要約】
【課題】先端部本体を太径にすることなく、又は先端部
本体の細径化を図って良好な超音波画像を得られる超音
波内視鏡を提供すること。
【解決手段】先端部本体１０のユニット用穴部１２には
超音波ユニット２０が配設されている。このユニット用
穴部１２内にはモータ３０を構成するステータ部３１及
び内視鏡側コネクタ３３が固設されている。超音波ユニ
ット２０には、先端キャップ２１、超音波振動子２２、
スリップリング２３、エンコーダ２４及びモータ３０を
構成するロータ部３２が設けられている。超音波振動子
２２は振動子保持部材２２ａに配設されて、振動子シャ
フト２２ｂに一体に固定されている。この振動子シャフ
ト２２ｂは、超音波振動子２２の回転位置を検出するエ
ンコーダ２４に接続されており、軸継手２９を介してロ
ータ部３２と一体的に結合される。スリップリング２３
及びエンコーダ２４はハウジング２５によって一体化さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部先端部を構成する先端本体部に対
して配設され、超音波ビームを発振する超音波振動子及
びこの超音波振動子を回転走査するモータを一体に構成
した超音波ユニットを具備する超音波内視鏡において、
前記超音波振動子を回転走査するモータを、ロータ部と
ステータス部との２つに分割し、前記先端部本体にロー
タ部又はステータ部の一方を設け、前記超音波ユニット
にロータ部又はステータ部の他方を設けたことを特徴と
する超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、挿入部先端部に着
脱自在な超音波ユニットを具備する超音波内視鏡に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】従来より、超音波振動子から発振される
超音波ビームを機械的に回転走査させて超音波画像を取
得する、超音波内視鏡或いは超音波プローブ等の超音波
診断装置が種々提案されている。
【０００３】例えば、図５に示すように従来より一般的
に知られている超音波内視鏡１００は、細長の挿入部１
０１の基端に、操作部１０２と副操作部１０３とを備え
て構成されている。この操作部１０２からは光源装置
（不図示）に接続されるユニバーサルコード１０４が延
出し、副操作部１０３から超音波観測装置（不図示）に
接続される超音波コード１０５が延出している。
【０００４】前記副操作部１０３の内部には前記挿入部
１０１内を挿通する図示しない可撓性シャフトを回動さ
せるモータ（不図示）が設けられており、この可撓性シ
ャフトを回転させることによって、前記可撓性シャフト
の先端部に固設されている先端部１０６内に配置されて
いる超音波振動子を回動させて、挿入方向と垂直な方向
の断層像を取得するためのラジアル走査を行えるように
なっている。
【０００５】しかし、前記超音波内視鏡１００では、検
査中、術者は常にモータが内蔵されている副操作部１０
３を手で持ち続けなければならないので術者にかかる負
担が大きい。また、細長な可撓性シャフトを介して超音
波振動子を回動させているため、可撓性シャフトにねじ
れ等が生じることにより、超音波画像上に揺れやゆがみ
などの不具合が発生するおそれがある。
【０００６】これらの不具合を解消するため、特開２０
０１－１２８９８１号公報には良好な超音波診断を容易
に行うことができ、また、先端の細径化、小型化も可能
な限り実現して幅広い診断用途で活用でき、更に組立性
や組立後のメンテナンス性にも優れた超音波診断装置を
開示されている。この超音波診断装置の超音波内視鏡
は、図６に示すように先端部１０６を構成する先端部本
体１０７に、超音波振動子１１１、スリップリング１１
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２、エンコーダ１１３及びモータ１１４をハウジング１
１５によって一体化した超音波ユニット１１０をネジに
よって着脱可能にした構成である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特
開２００１－１２８９８１号公報の超音波診断装置で
は、超音波ユニット１１０を先端部本体１０７に形成し
たユニット用穴部１０８に挿入配置する構成であるの
で、前記超音波ユニット１１０の大きさはユニット用穴
部１０８の最細径部の大きさに左右されてしまう。つま
り、たとえモータ配置部分のスペースが十分にある場合
でも、前記ユニット用穴部１０８の最細径部の大きさに
よって超音波ユニット１１０の大きさが制限されてしま
う。言いかえれば、前記超音波ユニット１１０を構成す
る際、モータ１１４についてはトルク等の基本特性とと
もに、モータサイズが重要であり、トルクを優先してモ
ータサイズを大きくして超音波ユニット１１０を構成す
ると、この超音波ユニット１１０がユニット用穴部１０
８の最細径部を通過できなくなる。そして、この不具合
を解消するには先端部本体１０７を大径に形成しなけれ
ばならない。
【０００８】一方、先端部本体１０７の細径化を図った
超音波内視鏡１００を構成すると、モータサイズが小さ
くなる。すると、トルク不足が生じ、良好な超音波画像
を得られなくなるおそれがある。
【０００９】本発明は上述した事情に鑑みてなされたも
のであり、先端部本体を太径にすることなく、又は先端
部本体の細径化を図って良好な超音波画像を得られる超
音波内視鏡を提供することを目的にしている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波内視鏡
は、挿入部先端部を構成する先端本体部に対して配設さ
れ、超音波ビームを発振する超音波振動子及びこの超音
波振動子を回転走査するモータを一体に構成した超音波
ユニットを具備する超音波内視鏡であって、前記超音波
振動子を回転走査するモータを、ロータ部とステータス
部との２つに分割し、前記先端部本体にロータ部又はス
テータ部の一方を設け、前記超音波ユニットにロータ部
又はステータ部の他方を設けている。
【００１１】この構成によれば、先端部本体に超音波ユ
ニットを固定して超音波内視鏡を構成することによっ
て、分割されていたロータ部とステータ部とが超音波内
視鏡の所定位置で一体になって、超音波振動子を回転走
査するモータが構成される。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図４は本発明の一実施
形態にかかり、図１は超音波内視鏡を説明する図、図２
は超音波内視鏡の先端部と超音波ユニットとを説明する
図、図３は超音波内視鏡の先端部を示す図、図４は構成
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の異なる超音波ユニットを先端部に配設した超音波内視
鏡を説明する図である。
【００１３】図１に示すように超音波内視鏡１は、細長
の挿入部２の基端に操作部３を備えている。この操作部
３の側部からは、図示しない光源装置に接続されるユニ
バーサルコード４及び図示しない超音波観測装置に接続
される超音波コード５が延出している。前記超音波観測
装置内には図示しない制御装置が設けられており、この
制御装置によって先端部６に配置される後述する超音波
ユニットに設けられている超音波振動子の駆動、制御を
行う。
【００１４】前記挿入部２は、先端側から順に先端部
６、湾曲自在な湾曲部７、可撓性を有する可撓管部８を
連設して構成されている。前記操作部３には湾曲操作ノ
ブ３ａが設けられており、この湾曲操作ノブ３ａを操作
することによって前記湾曲部７を湾曲させられるように
なっている。
【００１５】図２に示すように前記先端部６を構成する
硬質な先端部本体１０には、内視鏡光学系として図示し
ない照明光学系及び観察光学系１１が斜め前方に向けて
配設されている。また、この先端部本体１０には後述す
る超音波ユニット２０を配設するユニット用穴部１２が
形成されている。このユニット用穴部１２内には後述す
るモータ３０を構成するコイルを巻回して構成したステ
ータ部３１及び内視鏡側コネクタ３３が固設されてい
る。
【００１６】一方、前記ユニット用穴部１２に配置され
る前記超音波ユニット２０は、先端キャップ２１、超音
波振動子２２、スリップリング２３、エンコーダ２４及
び前記モータ３０を構成するロータ部３２とで主に構成
されている。
【００１７】前記超音波振動子２２は振動子保持部材２
２ａに配設されており、この振動子保持部材２２ａは振
動子シャフト２２ｂに一体に固定されている。この振動
子シャフト２２ｂは、前記超音波振動子２２の回転位置
を検出するエンコーダ２４に接続されており、このエン
コーダ２４と前記ロータ部３２とが軸継手２９を介して
一体的に結合されている。そして、前記スリップリング
２３及びエンコーダ２４をハウジング２５によって一体
化して超音波ユニット２０を構成している。
【００１８】前記ハウジング２５の基端部には前記内視
鏡側コネクタ３３と電気的に接続されるユニット側コネ
クタ３４が設けられている。このコネクタ３４には、前
記超音波振動子２２と電気的に接続される信号線（不図
示）及びエンコーダ２４に電気的に接続される信号ケー
ブル（不図示）が電気的に接続されている。
【００１９】一方、前記内視鏡側コネクタ３３には、ケ
ーブル３５が接続されており、このケーブル３５は挿入
部２、操作部３、超音波コード５を挿通して超音波観測
装置まで延出している。
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【００２０】なお、前記超音波ユニット２０は、図示し
ないネジによって先端部６に対して着脱自在に設けられ
るようになっている。また、前記振動子シャフト２２ｂ
は、ブラシ保持部材２７に配設したボールベアリング２
８によって、挿入軸方向と平行な方向に回転可能に支持
されている。さらに、前記振動子シャフト２２ｂとブラ
シ保持部材２７との間の水密はＯリング２９によって保
持されている。又、本実施形態においては前記超音波振
動子２２の走査面を挿入軸と垂直な向きに設定してラジ
アル走査を行なえる構成になっている。又、前記先端キ
ャップ２１は、低密度ポリエチレンやポリメチルペンテ
ン等の超音波透過性材質で形成されており、この先端キ
ャップ２１内には前記超音波振動子２２が配置されると
ともに、例えば流動パラフィン、水、カルボキシメチル
セルロース水溶液等の超音波伝達媒体２６が充填されて
いる。
【００２１】図３に示すように超音波ユニット２０を、
先端部本体１０のユニット用穴部１２に挿入配置し、内
視鏡側コネクタ３３とユニット側コネクタ３４とを導通
状態にする。その後、図示しないネジによって前記超音
波ユニット２０を先端部６に一体的に固定する。このこ
とによって、ロータ部３２がステータ部３１内の所定位
置に配置されてモータ３０が構成されるとともに、この
モータ３０を所定位置に配設した超音波内視鏡１が構成
される。
【００２２】そして、前記超音波観測装置を介してステ
ータ部３１に電流を供給することによってロータ部３２
が回転して振動子シャフト２２ｂに固定された振動子保
持部材２２ａに配設されている超音波振動子２２が回転
して超音波走査が開始される。つまり、超音波振動子２
２は、超音波ユニット２０を、先端部本体１０に配設し
て構成されたモータ３０によって回転走査される。
【００２３】このように、超音波振動子を回転走査する
モータを、先端部本体の所定位置に設けたステータ部
と、超音波ユニットに設けたロータ部とで構成すること
によって、超音波ユニットを先端部本体の所定位置に配
設することによって、ステータ部とロータ部とが一体に
なったモータを所定位置に設けた超音波内視鏡を構成す
ることができる。
【００２４】このことによって、先端部本体の大きさを
変えることなく超音波内視鏡を構成する際には、モータ
の有効サイズを大きくさせて、モータの特性を向上させ
られる。一方、モータの有効サイズを同サイズのままに
して超音波内視鏡を構成する際には先端部本体の大きさ
を小さくして先端部の小型化を図れる。
【００２５】また、モータをステータ部とロータ部との
２体に分割したことによって、モータの分の端子をコネ
クタから減らすことができる。このことによって、コネ
クタの小型化を図れる。
【００２６】なお、本実施形態においてはモータの構成
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をインナーロータ形のブラシレスモータとして説明した
が、モータはこの構成に限定されるものではなく、ロー
タ部とステータ部とを２体に分割可能な構成であればよ
く、例えば、図４に示すようなモータ３０Ａであっても
よい。この実施形態のモータ３０Ａではステータ部３１
ａを先端部本体１０ａの外周面に対して周方向に配設
し、この先端部本体１０ａの外周に配置される円環状の
超音波ユニット２０Ａの内周面側に前記ステータ部３１
ａに対向するロータ部３２ａを設ける構成にしている。
ここで、符号２３ａは超音波ユニット２０Ａを構成する
スリップリングであり、符号２４ａは超音波ユニット２
０Ａを構成するエンコーダである。
【００２７】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【００２８】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００２９】（１）挿入部先端部を構成する先端本体部
に対して配設され、超音波ビームを発振する超音波振動
子及びこの超音波振動子を回転走査するモータを一体に
構成した超音波ユニットを具備する超音波内視鏡におい
て、前記超音波振動子を回転走査するモータを、ロータ
部とステータス部との２つに分割し、前記先端部本体に
ロータ部又はステータ部の一方を設け、前記超音波ユニ
ットにロータ部又はステータ部の他方を設けた超音波内
視鏡。
【００３０】（２）超音波振動子及びこの超音波振動子
を回転走査するモータを構成するロータ部又はステータ
部の一方を有する超音波ユニットと、この超音波ユニッ
トが配置され、前記ロータ部又はステータ部に対応する
ロータ部又はステータ部の他方を配置した先端部を構成
する先端部本体と、を具備することを特徴とする超音波*
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*内視鏡。
【００３１】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、先
端部本体を太径にすることなく、又は先端部本体の細径
化を図って良好な超音波画像を得られる超音波内視鏡を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図４は本発明の一実施形態にかか
り、図１は超音波内視鏡を説明する図
【図２】超音波内視鏡の先端部と超音波ユニットとを説
明する図
【図３】超音波内視鏡の先端部を示す図
【図４】構成の異なる超音波ユニットを先端部に配設し
た超音波内視鏡を説明する図
【図５】図５及び図６は従来の超音波内視鏡を説明する
図であり、図５は超音波内視鏡を説明する図
【図６】超音波内視鏡の先端部と超音波ユニットとを説
明する図
【符号の説明】
１…超音波内視鏡
６…先端部
１０…先端部本体
２０…超音波ユニット
２１…先端キャップ
２２…超音波振動子
２３…スリップリング
２４…エンコーダ
２５…ハウジング
２６…超音波伝達媒体
３０…モータ
３１…ステータ部
３２…ロータ部

【図２】
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